
様式Ａ－１ 

申請等に対する処分一覧表 

（令和 8年（2026年）1月 29日作成） 

［所管：市民協働部 人権政策課］ 

№． 法令名 根拠条項 処分名 基準 期間 

１ 
とよなか国際交流セン

ター条例 
４ 

とよなか国際交流セン

ターの使用承認 
A A 

２ 
とよなか国際交流セン

ター条例 
８－３ 

とよなか国際交流セン

ターの使用料減免 
A A 

３ 
とよなか国際交流セン

ター条例 
９ 

とよなか国際交流セン

ターの使用料返還 
A A 

４ 
とよなか国際交流セン

ター条例 
１１ 

とよなか国際交流セン

ターの設備承認 
A A 

５ 
とよなか男女共同参画

推進センター条例 
４ 

とよなか男女共同参画

推進センターの使用承

認 

A A 

６ 
とよなか男女共同参画

推進センター条例 
８－３ 

とよなか男女共同参画

推進センターの使用料

減免 

A A 

７ 
とよなか男女共同参画

推進センター条例 
９ 

とよなか男女共同参画

推進センターの使用料

返還 

A A 

８ 
とよなか男女共同参画

推進センター条例 
１１ 

とよなか男女共同参画

推進センターの設備承

認 

A A 

９ 
豊中市立人権平和セン

ター条例 
４ 

人権平和センターの使

用承認 
A A 

１０ 
豊中市立人権平和セン

ター条例 
８－３ 

人権平和センターの使

用料減免 
A A 

１１ 
豊中市立人権平和セン

ター条例 
９ 

人権平和センターの使

用料返還 
A A 

１２ 
豊中市立人権平和セン

ター条例 
１１ 

人権平和センターの設

備承認 
A A 

１３ 地方自治法 
２３８－

４⑦ 

行政財産の目的外使用許

可 
A  A 

      

      

 

 



様式Ｂ－１ 

申請等に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処 分 名 とよなか国際交流センターの使用承認 

根拠法令及び条項 とよなか国際交流センター条例 第４条 

所管部課（室）係名 市民協働部 人権政策課 

審 

 

 

査 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 とよなか国際交流センター条例 第３条第１項、第５条 

基  準 

○国際交流に関する会議、研修、催し等へのセンターの施設の提供 

 「国際交流」に関する活動に該当するか否かは、とよなか国際交流

センター条例第１条の設置の主旨目的に照らし、次の基準により判断

します。 

 公共団体、公共的団体が行う事業、外国人で構成する団体の活動又

は市民団体による人権尊重、相互理解を前提とした自主的な活動であ

って、次のいずれかに該当すると認められるもの。 

①諸外国の人々との友好親善交流を目的とした芸術、文化等に関す

る活動 

②外国人相互の連携又は外国人の生活、福祉の向上に資する活動 

③地域に暮らす様々な文化を持つ人々との共生の社会づくりに資

する活動 

④その他の活動であって、当該活動が広がりをもち、地域社会の国

際化の推進、地球規模の問題の解決に資するもの 

 

 したがって、「国際交流」に関する活動には、広く国際協力、国際的

な人権擁護活動も含まれるが、単に外国の芸術、文化、言語等に関す

るグループ内部の趣味的な活動又は技能の習得、研究のみを目的とす

るものは該当しません。 

 

 第１条（抄） 

世界の多様な文化や人々との相互理解を深め、人権尊重を基調とし

た住民主体の国際交流活動を推進するとともに、地域社会の国際化

の促進を図る。 

○具体的には、次の場合は「国際交流」活動に該当します。 

 ①国際交流に関する会議 

  ・公益財団法人とよなか国際交流協会、とよなか国際交流センタ

ー登録グループ、国際交流市民ネットとよなか加盟団体、特定

非営利活動法人関西国際交流団体協議会加盟団体その他国際

交流を目的とする団体及び外国人で構成する団体（上記基準の

②に合致する活動を行う団体に限る）が行う例会、研究会等 

 ②国際交流に関する研修 

  ・企業、団体がその構成員に対し行う条例第１条に適合する研修会 



 ③国際交流に関する催し 

  ・国際理解、外国事情、国際人権教育等に関する講演会、シンポ

ジウム等 

  ・民族音楽、舞踊の公演、外国料理の講習会等（営利目的の場合

を除く） 

  ・外国人のための日本語講座、外国人支援、国際協力の目的で行

われるバザー等 

参考事項 
 

設定等年月日 平成 9年（1997年）10月 1日設定 （平成 27年 4月 1日最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 即 日 

内訳 

 

設定等年月日 平成 9年（1997年）10月 1日設定 （平成  年  月  日最終変更） 

備考  

 

  



様式Ｂ－１ 

申請等に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処 分 名 とよなか国際交流センターの使用料減免 

根拠法令及び条項 とよなか国際交流センター条例 第８条第３項 

所管部課（室）係名 市民協働部 人権政策課 

審 

 

 

査 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 とよなか国際交流センター条例施行規則 第８条 

基  準 

市長が、特別の理由があると認めるとき。（同条例第８条第３項） 

上記に該当するものは、以下のとおりです。 

【免除】 

①豊中市が、とよなか国際交流センター条例第１条の目的で、同セ

ンターを使用するとき。 

②公益財団法人とよなか国際交流協会が、指定管理事業以外の事業

を行うにあたって、とよなか国際交流センター条例第１条の目的

で、同センターを使用するとき。 

③とよなか国際交流センター登録グループ制度実施要綱第 3 条第 1

項第 2号による使用。 

④とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ登録団体制度実施

要綱第 3条第 1項第 2号及び 3号による使用。 

⑤一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団が、とよなか男女共

同参画推進センター条例第１条の目的で、とよなか国際交流セン

ターの施設を使用するとき。 

⑥豊中市が、とよなか男女共同参画推進センター条例第１条の目的

で、同センターを使用しようとする場合において、他の利用者の

使用等により同センターの使用ができない場合において、とよな

か国際交流センターを使用するとき。 

⑦豊中市が、とよなか男女共同参画推進センター条例第１条の目的

でとよなか国際交流センターの和室を使用するとき。 

【減額】 

①とよなか男女共同参画推進センター条例第１条の目的で、同セン

ターを使用しようとする場合において、他の利用者の使用等によ

り同センターの使用ができない場合において、とよなか国際交流

センターを使用するとき。 

②とよなか男女共同参画推進センター条例第１条の目的で、とよな

か国際交流センターの和室を使用するとき。 

参考事項 
 

設定等年月日 平成 9年（1997年）10月 1日設定 （令和 6年 1月 25日最終変更） 

標 標準処理期間 即 日 



準

処

理

期

間 

内訳 

 

設定等年月日 平成 9年（1997年）10月 1日設定 （平成  年  月  日最終変更） 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－１ 

申請等に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処 分 名 とよなか国際交流センターの使用料返還 

根拠法令及び条項 とよなか国際交流センター条例 第９条 

所管部課（室）係名 市民協働部 人権政策課 

審 

 

 

査 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 とよなか国際交流センター条例施行規則 第９条 

基  準 

以下の場合は使用料を返還する場合があります。 

（１） 使用者の責めによらない理由によって使用することができな

いとき。既納の使用料の全額 

 例示すると以下のとおりです。 

 ①風水害等の自然災害、その他の災害により、センターの施設が使

用できない場合 

 ②風水害等の自然災害、その他の災害により、交通機関が遮断し、

使用者がセンターに来ることができない場合 

 ③センターの設備が故障した場合 

 ④その他上記に準ずると認められる場合 

（２） 使用する日の７日前までに使用承認の取り消しを申し出て市

長が相当の理由があると認めたとき。 既納の使用料の半額

（附属設備に係る使用料にあっては、その全額） 

 ①講師、出演者の都合等やむを得ない理由により催しを中止した 

とき。 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、市長が相当の理由があると認めた

とき。 

 ①やむを得ない理由により、附属設備を利用しなかった場合 附属

設備に係る使用料の全額 

 ②感染病のまん延の防止、その他の理由により市の要請に基づき催

し等を中止した場合 既納の使用料の全額 

参考事項 
 

設定等年月日 平成 9年（1997年）10月 1日設定 （平成 27年 4月 1日最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 即 日 

内訳 

 

設定等年月日 平成 9年（1997年）10月 1日設定 （平成  年  月  日最終変更） 

備考  



様式Ｂ－１ 

申請等に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処 分 名 とよなか国際交流センターの設備承認 

根拠法令及び条項 とよなか国際交流センター条例 第１１条 

所管部課（室）係名 市民協働部 人権政策課 

審 

 

 

査 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

 センターの施設に特別の設備又は装飾をしようとするときは、予め

承認を受けてください。 

 

 例示すると以下のとおりです。 

 ①照明、音響設備を増設しようとするとき 

 ②センターの備品以外の電気、ガス調理器具を使用しようとすると

き 

 ③看板等を設置しようとするとき 

 ④施設にポスター、張り紙等を貼付しようとするとき 

 ⑤その他これに準ずると認められるとき 

 ただし、センターの設備の電力容量を超える場合は増設できません。 

参考事項 
 

設定等年月日 平成 9年（1997年）10月１日設定 （平成 27年 4月 1日最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 即 日 

内訳 

 

設定等年月日 平成 9年（1997年）10月 1日設定 （平成  年  月  日最終変更） 

備考  



様式Ｂ－１ 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

処 分 名         とよなか男女共同参画推進センターの使用承認 

根拠法令及び条項 とよなか男女共同参画推進センター条例第４条 

所管部局課室係名 市民協働部 人権政策課 

審 

 

   

査 

 

 

基 

 

 

準 

関 係 条 項       同条例第１条、第３条、第５条 

基    準 

１ 男女共同参画の推進に関する会議、研修、催し等であること。（同条例

第３条第１項第６号） 

上記に該当するものを例示すると、以下のとおりです。 

①公共団体、公共的団体、あるいは市民団体・グループによる人権尊重、

相互理解を前提とした自主的な活動であって、次のいずれかに該当す

るもの 

・男女共同参画社会の実現に向けての啓発活動・学習活動 

・男女共同参画社会に資するための調査・研究活動 

・女性と男性の対等なパートナーシップ形成のためのネットワークづ

くりのための活動 

・その他の活動であって、当該活動が広がりをもち、地域社会におけ

る男女共同参画社会実現の促進、固定的性別役割分担の解消に資す

るもの 

②センターの設置趣旨である社会のあらゆる分野への男女の均等な参

画及び男女の人権の確立を図り、男女が社会の対等な構成員としてそ

の責任をわかち合い、共に築く男女共同参画社会の実現をめざすこと

を活動内容とするグループ・団体及び個人 

③企業・団体がその構成員に対し行う「とよなか男女共同参画推進セン

ター条例」第１条に適合する研修会 

２ とよなか男女共同推進参画センター条例第３条第１項の事業に支障

がないときは、一般の利用に施設を貸出します。（同条例第３条第２項） 

３ 次の各号の一に該当するときは、使用は承認されません。（同条例第４

条） 

 (1)センターの設置目的を損なうと認めるとき。 

 (2)他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。 

 (3)営利を目的として使用するものと認めるとき。 

 (4)管理上支障があると認めるとき。 

 (5)その他市長が適当でないと認めるとき。 

上記(1)～(4)に該当するものを例示すると、以下のとおりです。 

①男女共同参画社会の実現や男女の人権の確立などのセンター設置目的

について非難、誹謗したと認めるとき。 

②火気の使用又は臭気、騒音等の発生を伴う使用を行う場合に、その対

策が十分にでなく、他の利用者や一般市民に迷惑を及ぼし又は危険が

及ぶおそれがあると認めるとき。 

③指定暴力団等その構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行



うことを助長する、又はその団体の構成員が集団的に又は常習的に反

社会的な行動をとることを助長するおそれがあると認めるとき。 

④建物や附帯設備等を損壊、汚損又は滅失するおそれのあると認めると

き。 

⑤過去に施設管理上の指示に従わなかったなど管理上支障が生じるおそ

れがある団体が使用しようとするとき。 

⑥収容定員を超えて使用しようとするとき。 

⑦葬儀、告別式その他これら類する行事として施設を使用しようとする

とき。 

⑧主として営利を目的とする物品の販売又は宣伝、営業としての講座の

開催もしくはこれらに類する活動として施設を使用しようとすると

き。 

 ◎営利目的 

次の条件のうち一つでもあてはまると営利目的とみなします。 

   1)事業の決定権は先生がもっている。 

   2)「先生と生徒」という契約関係がある。 

   3)現在の指導者がいなくなれば活動が停止する。 

   4)営利目的で参加費（受講料）を徴収している。 

   5)当日の参加費が無料でも、営利目的で月謝や年会費を徴収して

いる。 

   6)特定の教室、先生（プロ）の宣伝・ＰＲがある催し。 

   7)営利目的で、不特定多数に参加を呼びかける。 

⑨施設の使用目的に記載されている内容が、当該催しの参加者に十分周

知されていないとき。 

⑩主として布教を目的とする宗教活動として施設を使用としようとする

とき。 

⑪承認書類の記載事項に虚偽が認められるとき。 

⑫その他上記の①～⑪に準ずると認められるとき。 

参 考 事 項       
 

設定等年月日 平成 14年（2002年）10月 18日設定 （平成 17年 4月 1日最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間   即 日 

内    訳 
 

設定等年月日 平成 14年（2002年）10月 18日設定 （平成 17年 4月 1日最終変更） 

備考 

 



様式Ｂ－１                 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

処 分 名         とよなか男女共同参画推進センターの使用料減免 

根拠法令及び条項 とよなか男女共同参画推進センター条例第８条第３項 

所管部局課室係名 市民協働部 人権政策課 

審 

 

   

査 

 

 

基 

 

 

準 

関 係 条 項       同条例施行規則第 10条 

基    準 

市長が、特別の理由があると認めるとき。（同条例第８条第３項） 

上記に該当するものは、以下のとおりです。 

【免除】 

①豊中市が、とよなか男女共同参画推進センター条例第１条の目的で、

同センターを使用するとき。 

②一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団が、指定管理事業以外の

事業を行うにあたって、とよなか男女共同参画推進センター条例第１

条の目的で、同センターを使用するとき。 

③とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ登録団体制度実施要綱第

3条第 1項第 2号による使用。 

④とよなか国際交流センター登録グループ制度実施要綱第 3条第 1項第

2号及び同条第 2項による使用。 

⑤公益財団法人とよなか国際交流協会が、とよなか国際交流センター条

例第 1条の目的で、とよなか男女共同参画推進センターすてっぷの施

設を使用するとき。 

⑥豊中市が、とよなか国際交流センター条例第 1条の目的で、同センタ

ーの施設を使用する場合において、他の利用者の使用等により同セン

ターの使用ができない場合において、とよなか男女共同参画推進セン

ターすてっぷの施設を使用するとき。 

⑦豊中市が、とよなか国際交流センター条例第 1条の目的で、とよなか

男女共同参画推進センターすてっぷのホールを使用するとき。 

【減額】 

①とよなか国際交流センター条例第 1条の目的で、同センターの施設を

使用する場合において、他の利用者の使用等により同センターの使用

ができない場合において、とよなか男女共同参画推進センターすてっ

ぷの施設を使用するとき。 

②とよなか国際交流センター条例第 1条の目的で、とよなか男女共同参

画推進センターすてっぷのホールを使用するとき。 

 

参 考 事 項        

設定等年月日 平成 14年（2002年）10月 18日設定 （令和 6年 1月 25日最終変更） 

標 標準処理期間   即 日 



準

処

理

期

間 

内    訳 

 

設定等年月日 平成 14年（2002年）10月 18日設定 （平成 21年 4月 1日最終変更） 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式Ｂ－１ 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

処 分 名         とよなか男女共同参画推進センターの使用料返還 

根拠法令及び条項 とよなか男女共同参画推進センター条例第９条 

所管部局課室係名 市民協働部 人権政策課 

審 

 

   

査 

 

 

基 

 

 

準 

関 係 条 項       同条例施行規則第 11条 

基    準 

１ 使用者の責めによらない事由によって使用することができないとき

既納の使用料の全額（同条例施行規則第 11条第１項第１号） 

 上記に該当するものを例示すると以下のとおりです。 

  ①風水害等自然災害、その他災害により施設が使用できないとき。 

  ②風水害等自然災害、その他災害により交通機関が遮断し、使用者が

センターに来ることができないとき。 

  ③施設の設備が故障したとき。 

  ④その他上記に準ずると認められるとき。 

 

２ 使用する日の７日前までに使用承認の取消しを申し出て、市長が相当

の理由があると認めたとき 既納の使用料の半額（附属設備に係る使用

料にあっては、その全額）（同条例施行規則第 11条第１項第２号） 

 例示すると以下のとおりです。 

  ①講師、出演者の都合等やむを得ない理由により、催しを中止したと

き。 

 

３ 前２号に掲げる場合のほか、市長が相当な理由があると認めたとき 

附属設備に係る費用の全額 

 例示すると以下のとおりです。 

  ①やむを得ない理由により、附属設備を使用しなかったとき。 

参 考 事 項       

 

設定等年月日 平成 14年（2002年）10月 18日設定 （平成  年  月  最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間   即 日 

内    訳 

 

設定等年月日 平成 14年（2002年）10月 18日設定 （平成  年  月  日最終変更） 

備考  
 
 



様式Ｂ－１ 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

処 分 名         とよなか男女共同参画推進センターの設備承認 

根拠法令及び条項 とよなか男女共同参画推進センター条例第 11条 

所管部局課室係名 市民協働部 人権政策課 

審 

 

   

査 

 

 

基 

 

 

準 

関 係 条 項        

基    準 

１ 使用者は、特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市

長の承認を受けなければならない。（同条例第 11条第１項） 

 上記に該当するものを例示すると以下のとおりです。 

  ①照明、音響設備を増設しようとするとき。 

  ②施設の備品以外の電気、ガス調理器具を使用しようとするとき。 

  ③看板等を設置しようとするとき。 

  ④施設にポスター、張り紙等を貼付しようとするとき。 

  ⑤その他これに準ずると認められるとき。 

 ただし、施設の設備の電力容量を超える場合は増設できません。 

 

２ 使用者は、前項の規定により設備又は装飾をしたときは、使用後速や

かにこれを撤去して原状に回復しなければならない。第６条第１項の規

定により使用承認を取り消されたときも同様とする。（同条例第 11条第

２項） 

 

３ 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を

使用者から徴収する。（同条例第 11条第３項） 

参 考 事 項       

 

設定等年月日 平成 14年（2002年）10月 18日設定 （平成  年  月  日最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間   即 日 

内    訳 

 

設定等年月日 平成 14年（2002年）10月 18日設定 （平成  年  月  日最終変更） 

備考  

 



様式Ｂ－１ 

申請等に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処 分 名 人権平和センターの使用承認 

根拠法令及び条項 豊中市立人権平和センター条例第４条 

所管部課（室）係名 市民協働部 人権政策課 人権平和センター 

審 

 

 

査 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 豊中市立人権平和センター条例第５条、第６条 

基  準 

次の各号のいずれかに該当するときは，センターの施設の使用を承認しな

い。 

(1) センターの設置目的を損なうと認めるとき。 

(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。 

(3) 営利を目的として使用するものと認めるとき。 

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3

年法律第 77号)第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

の利益になり，又はなるおそれがあると認めるとき。 

(5) 管理上支障があるとき。 

(6) その他市長が適当でないと認めるとき。 

 

上記（1）～（6）に該当するものを例示すると、以下のとおりです。 

 ①火気の使用又は臭気、騒音等を発生する使用を行う場合であって、こ

れに対する対策が十分ではなく、他の利用者や市民に危害が及ぶお

それがあると認められるとき。 

 ②暴力団の利益になり，又はなるおそれがあると認められるとき。 

③当該使用により多人数が集まることにより、交通の渋滞その他場

内外において混乱が発生するおそれがあると認められるとき。 

④当該使用により建物や付帯設備などを破損、汚損又は滅失するお

それがあると認められるとき。 

 ⑤施設管理上の指示に従わないおそれがあると認められるとき。 

 ⑥定員を超える使用の時。 

 ⑦葬儀、告別式等、これらに類する行事として施設を使用しようと

するとき。 

 ⑧主として物品の販売又は宣伝、若しくはこれらに類することを目

的として使用しようとするとき。 

 ⑨主として布教を目的とする宗教活動を行おうとするとき。 

 ⑩申請書類の記載事項に虚偽が認められるとき。 

 ⑪青少年の健全な育成を阻害するおそれのある使用を行おうとす

るとき。 

 ⑫その他、上記①～⑪に準ずると認められるとき。 

参考事項 
 

http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


設定等年月日 平成 31年 4月 1日設定（令和 7年 2月 3日最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間  即日 

内訳 
経由期間     日 （  事務所） 

処分期間     日 （  部  課） 

設定等年月日 平成 31年 4月 1日設定（令和 年 月 日最終変更） 

備考  

 

 

  



様式Ｂ－１ 

申請等に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処 分 名 人権平和センターの使用料減免 

根拠法令及び条項 豊中市立人権平和センター条例第８条第３項 

所管部課（室）係名 市民協働部 人権政策課 人権平和センター 

審 

 

 

査 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 豊中市立人権平和センター条例第８条 

基  準 

市長は，特別の理由があると認めるときは，同条前２項の使用料を減免す

ることができる。 

 

 例示すると、以下のとおりです。 

 ①自然災害及び火災等その他災害に遭った市民が集会などのためにセ

ンターを使用するとき。 

 ②その他上記に準ずると認められるとき。 

参考事項 

(1)使用者は、別表に定める額の範囲内で市規則で定める使用料を前納し

なければならない。（同条例第 8条第１項） 

(2)使用者が附属設備を使用するときは、市規則で定める使用料を前納し

なければならない。（同条例第 8条第 2項） 

設定等年月日 平成 31年 4月 1日設定（令和 年 月 日最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間  即日 

内訳 
経由期間     日 （  事務所） 

処分期間     日 （  部  課） 

設定等年月日 平成 31年 4月 1日設定（令和 年 月 日最終変更） 

備考  



様式Ｂ－１ 

申請等に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処 分 名 人権平和センターの使用料返還 

根拠法令及び条項 豊中市立人権平和センター条例第９条 

所管部課（室）係名 市民協働部 人権政策課 人権平和センター 

審 

 

 

査 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 
豊中市立人権平和センター条例第８条 

豊中市立人権平和センター条例施行規則第１１条 

基  準 

以下の事由等により使用料を返還する場合がある。 

 

(1)使用者の責めによらない事由によって使用することができないとき。 既

納の使用料の全額 

 例示すると以下のとおりです 

① 自然災害その他災害によりセンターの施設が使用できない場合。 

② 自然災害や特別警報発令により交通機関が麻痺し、事業実施がで

きない場合。 

③ センターの設備が故障した場合。 

④ その他上記に準ずると認められる場合。 

 

(2)使用する日の 7日（人権平和センター豊中のホールにあっては、１月）

前までに使用許可の取り消しを申し出て、市長が相当の事由があると認

めたとき。 既納の使用料の半額。 

人権平和センター豊中の附属設備に係る使用料にあっては、全額。 

例示すると以下のとおりです 

講師や出演者の都合で止むを得なく中止になった場合。 

 

(3)前 2項に掲げる場合のほか、市長が相当の理由があると認めたとき、人

権平和センター豊中の附属設備に係る使用料の全額。 

例示すると以下のとおりです。 

やむを得ない理由により、附属設備を使用しなかったとき。 

参考事項  

設定等年月日 平成 31年 4月 1日設定（令和 8年 1月 26日最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間  即日 

内訳 
経由期間     日 （  事務所） 

処分期間     日 （  部  課） 

設定等年月日 平成 31年 4月 1日設定（令和 年 月 日最終変更） 

備考  

 



様式Ｂ－１ 

申請等に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処 分 名 人権平和センターの設備承認 

根拠法令及び条項 豊中市立人権平和センター条例第１１条 

所管部課（室）係名 市民協働部 人権政策課 人権平和センター 

審 

 

 

査 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 豊中市立人権平和センター条例第６条 

基  準 

(1)センターの施設に特別の設備又は装飾をしようとする場合は、あらかじ

め市長の承認を受ける。 

 

例示すると以下のとおりです。 

 ①照明を増設しようとするとき。 

 ②音響設備を増設しようとするとき。 

 ③看板、ポスター、貼り紙等を設置、貼付しようとするとき。 

 ④その他これに準ずると認められるとき。 

 

ただし、センターの設備の電力容量を超える場合や、重量容量を超える場

合は増設、設置はできません。 

 

 

(2)使用者は、前項の規定により設備又は装飾をしたときは、使用後速

やかにこれを撤去して原状に回復しなければならない。第 6 条第 1

項の規定により使用承認を取り消されたときも同様とする。 

 

(3)使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費 

用を使用者から徴収する。 

参考事項 
 

設定等年月日 平成 31年 4月 1日設定（令和 8年 1月 26日最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間  即日 

内訳 
経由期間     日 （  事務所） 

処分期間     日 （  部  課） 

設定等年月日 平成 31年 4月 1日設定（令和 年 月 日最終変更） 

備考  

 

 

 



様式Ｂ－１ 

申請等に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処 分 名 行政財産の目的外使用許可 

根拠法令及び条項 地方自治法第２３８条の４第７号 

所管部課（室）係名 市民協働部 人権政策課 

審 

 

 

査 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 
財務規則第１２２条第１項 

行政財産の目的外使用に係る基準 

基  準 

【地方自治法】 

第２３８条の４ 

７ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を 

許可することができる。 

 

【財務規則】 

（行政財産の使用許可） 

第１２２条 主幹部課長は、次の各号に掲げる場合に限り、法第２３８条の４ 

第７項の規定に基づき行政財産の使用を許可することができる。 

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を 

設置するとき。 

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及、その他の公益目的の

ために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。 

(3) 災害、その他の緊急やむ得ない事態の発生により応急施設として短期

間その用に供するとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、主幹部課長が特にその必要があると認め

るとき。 

 

【行政財産の目的外使用に係る基準】 

財務規則第１２２条第４号に規定する「主幹部課長が特にその必要があると 

認めるとき」の例 

・ 社会生活又は当該地域住民の日常生活に不可欠な役務の提供を行う

電気事業、ガス事業、通信事業その他の公益事業の用に供するため

やむを得ないと認められるとき 

・ 市の事務又は事業の遂行上必要不可欠なもので、本市が積極的に協

力する必要があると認められるとき。（市の連携、協賛、後援する事業

など） 

・ 国、地方公共団体その他公共的団体が公用、公共又は公益事業の用

に供するため使用するとき。（信号機、防犯灯、防災資機材庫、広報用

掲示板の設置など） 

・ 本市の行政財産を使用しなければ、隣接する家屋等の新築、解体、建

替等のための工事用足場、資材置場、搬入用通路等の確保が困難で

あり、当該行政財産を使用させることがやむを得ないと認められるとき 



・ 当該財産を寄付した等の縁故を有するものであり、その使用目的が公

用、公共用又は公益を目的とした事業の用に供するためやむを得ない

と認められるとき 

・ 地方公務員法に基づく職員団体、労働組合法に基づく労働組合及び

（財）豊中市職員厚生会（いずれも本市の職員で構成する団体に限

る。）が事務等の用に供するため使用するとき 

・ 広告その他行政財産の効率的利用に資すると認められるとき 

参考事項  

設定等年月日 令和 8年 1月 29日設定（令和 年 月 日最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 

 総日数 新規事案の場合は４０日以内 

     継続事案の場合は３０日以内 

（注：休日は含まない） 

内訳 
経由期間     日 （  事務所） 

処分期間     日 （  部  課） 

設定等年月日 令和 8年 1月 29日設定（令和 年 月 日最終変更） 

備考  

 

 

 


